
令和６年 8月９日 

 

各公益法人事務局等 御中 

 

厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課 

  

毎年夏と冬の時期に定例でご案内をしております、省エネルギーの取組に関するご連絡です。 

  

今期も関係政府機関で構成される省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議において 

「夏季の省エネルギーの取組について」（別添）が決定されました。 

  

お手数をお掛けいたしますが、下記リンク先の事業者向けリーフレット等をご活用いただき、 

傘下の会員事業者等へ周知いただきますようお願いいたします。 

  

（資源エネルギー庁HP：「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました） 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/government/shouene_torikum
i.html 

  

（省エネポータルサイト） 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/index.html#2 
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